
第７回福知山市入札制度改革等検討委員会 議事概要 

開催日時及び場所 平成２８年２月１５日（月） 

午後２時００分～ 

市民交流プラザふくちやま 視聴覚室（３階） 

出席委員名簿（職業） 
委員長  髙

たか

橋
はし

 行
ゆき

雄
お

（弁護士、現福知山市入札監視委員長） 

委 員  岸
きし

  道雄
み ち お

（立命館大学政策科学部教授） 

委 員  関根
せ き ね

 英爾
え い じ

（ジャーナリスト（元京都新聞論説委員）） 

委 員  松島
まつしま

 格也
か く や

（京都大学大学院工学研究科准教授） 

議事概要 １ 開会 

２ あいさつ（福知山市長 松山 正治） 

３ 委嘱状交付 

４ 委員長選出 

◇引き続き髙橋委員が選出 

５ 委員長の職務代理者選出 

◇引き続き岸委員を指名 

６ 議事 

(1)福知山市公契約大綱（素案）について 

委員から出た下記意見を踏まえ、さらに検討をおこなう。 

・既に取り組んでいることと新たに取り組むことがわかるように

記載する。 

・既に起こっている問題、起こるかもしれない問題が本当にどう

なっているのか、また大綱による規制を入れることによる不具

合が出ないかを適切に評価する。 

・市民の方にわかりやすい用語で記載する。 

・市の基本的な方針としている項目でどういうことが社会貢献に

繋がるかを詳細な取組内容の中で具体的に示す。 

(2)その他（プロポーザル方式のあり方について） 

プロポーザル方式のガイドラインの位置付けを整理して、しっか

りしたガイドラインを作成するために議論を続けていく。 

委員からの意見・質問

とそれに対する回答 

意見・質問等 回答等 

別紙のとおり 別紙のとおり 
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（別紙）第７回入札制度改革等検討委員会 議事録 

意見・質問等 回答等 

福知山市公契約大綱（素案）について 

◇内容に関しては特に異論等はない。前回

の委員会でも議論の中で意見があったと

記憶しているが、既に取組まれているこ

と、そして新たに取組むことも含まれて

いる。公契約あるいは建設工事等に普段

関わりのない福知山市民の方々からする

と、本大綱ができることによる意義はど

のようなものか、既に取組まれているこ

とがなぜここに書かれているのかなどの

素朴な疑問を持つ人もいると思う。そこ

に関しては、既に取組まれていることも

あるけれど、それは個別分野ごとでなさ

れているため、それらを本大綱の中で改

めてわかりやすく提示をするといったよ

うな説明がなんらかの形でされると、市

民のみなさんにより理解されるであろう

し、理解されることが大切であると思う。

別紙に書くことなのかもしれないが、既

に取組まれていること、そしてこの大綱

によって新規に取組むことということを

どこかでわかるような形での記載があれ

ばより丁寧かと思う。 

 

◇これまでやってこられたことに新たにや

っていくことを付け加えて総合的に公契

約として１つにまとめてやられる際には

基本的には条例化のほうが望ましいので

はないかという考え方を持っているが、

行政が指針として大綱としてまとめるこ

とは本来一歩前進であり、条例化する場

合、賃金も含めて労働環境の確保の問題

で難しい問題も多々あるので、条例に向

けての前段階として大綱を作られたとい

 

 構成としまして、大綱の部分は本市の考

えを示しており、別紙が福知山市として大

綱に基づいて取組んでいく内容です。中で

も「健全な競争環境を確保する取組」、「地

域経済の発展と優良な企業の育成を促進す

る取組」はこれまでやっていることです。

「下請負人及び労働者へのしわ寄せ適切な

労働環境等の確保」の関係が新たな取組み

ですので、市民の方にこれまでやっている

こと、これからやろうとしていることがわ

かるように何か付け加えていけたらと考え

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 考えとして条例化が望ましいということ

もおっしゃっていただきました中で、本市

もまずは公契約大綱に基づきまして一般的

に言います公契約条例の主旨を、適切な労

働環境等を確保するという取組をもって実

現していきたいと考えています。 

大綱（素案）全体の表現の中で市民にわ

かりやすくということも今おっしゃってい

ただいたと思います。市民生活にどう直結

するのかというところですが、確かに一般
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うことは大きな前進ではないかと考えて

いる。もう少し一般市民にもわかりやす

いようにという意味において理念的なと

ころで何か市民の暮らしとどう関わって

いくのか、公契約というものはどう市民

生活に直結するのかということはもう少

しあってもよいのかなという感じは持っ

ている。特に理念との絡みで書ければよ

いと思うが、それは条例を作られる段階

がもし来るとすればその段階でまた検討

していただければいいのではないかと考

えている。 

新たに加えられた下請関係の問題である

が、非常に重要な部分だと思っているが、

具体的にどう実効性を担保するのかとい

うことが一番の関心事であり、実効性を

担保する面においてどのような表現が望

ましいのか、いろいろ議論もあると思う

が、もう少し突っ込んだものがあっても

よかったのかなという印象を持ってい

る。基本的にはこの方向で作られること

に異論はない。賛成である。 

 

◇「今後、迅速に見直す」ということが述

べられていて、何か問題があった場合に

は直すということはもちろん重要である

が、あまりこれがコロコロ変わるという

のはよろしくないと思う。ある種一旦決

めたらこれがルールなので、それに基づ

いてみなさん活動されるということなの

で、明日変わることが想定されるルール

には誰も従わないので、例えば「必要に

応じて」と入れておいていただいて、あ

まり迅速に変えなくてもよいかと思う。

もちろん問題があった場合には見直して

いく必要がある。 

の市民の方がこれをご覧になった中でどう

お感じになるかというところは作成してい

る段階から少し気になっていたところです

が表現につきましてもう少し改善するとこ

ろがあるのであれば再度検討も必要だと考

えています。 

元請下請関係のところで実効性の担保で

すが、こちらに関心をお持ちと伺いました。

公共工事等ですが発注者と受注者の契約関

係が全てです。受注者から下請、さらには

２次下請へと契約の関係の中で繋がってい

きまして、その中で実効性を担保していこ

うという考えです。ご指摘の部分は実際の

取組みの中でしっかりと対応していきたい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後、社会経済情勢に即応して、柔軟

かつ迅速に見直していく」というところで

すが、おっしゃるとおりで、よいものにし

ていこうという中で、継続または発展をす

るような形でうまく舵取りをしていきたい

と思いますので参考にさせていただきまし

て対応したいと思います。 

「評価、検証」の部分ですが、メリット

とデメリットが相反する形で存在をしてく

ると思いますので、今後どういった形でや

るのかということは検討していきますが、

おっしゃっていただいたところを踏まえて

対応したいと思います。 
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 「評価、検証による改善」ということを

述べられていて、具体的な取組みはまだ

されていないので、これから具体的な話

を検討されると思うが、何を評価して何

を検証するかということが非常に大事だ

と思う。１つは、この大綱ができた背景

となっている既に起こっている問題もし

くは起こるかもしれない問題というもの

が本当にどうなっているのかということ

をきちんと追いかけていくことが重要だ

と思う。もう１つは、逆に大綱が出るこ

とによって思った効果が出なかったり、

もしくは逆に何か別の不具合が発生して

しまったりという可能性がないとは言え

ないと思う。こういったある種の規制が

入ることになるので、入れることによる

不具合が出ないかの２点を適切に評価し

ていくことが重要になるのではないかと

思うのでこれから具体的に詰める際に検

討いただけたらと思う。 

 

◇大綱の素案とそれを具体化した別紙の詳

細な取組内容の２段構えで説明をいただ

いたが、一般市民には大綱だけが示され

て大綱に基づく詳細な取組内容が示され

るのかどうか、またどういう形で関連付

けをさせて情報提供されるのか。例えば、

大綱の中に大綱に基づく別紙ガイドライ

ンのような形で関連付けた情報として提

供されるのか、一般市民には大綱だけが

示されて具体的な内容は個別に聞いてみ

ないと解からないというような形になっ

てくるのかどうか。 

 

 

◇議論の中身はだいたい尽きていることな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大綱の素案ですが、本市が取組みます詳

細な内容につきましても合わせてお示しを

していきたいと考えています。項目として

は大綱と別紙の詳細な取組内容はリンクす

るような形にしていますので、ご覧いただ

いて不明な点等がありましたらお問い合わ

せいただきましたら充分対応はしていきた

いと思います。あとはお問い合わせがあっ

て対応するというのも１つの方法ではあり

ますが、公契約の考え方は非常に大事です

ので、何らか積極的に市民のみなさまにお

知らせできるような形で検討していきたい

と思います。 

 

用語について市民にわかりやすくという
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ので問題はないかと思うが、大綱として

表現するのに市民のみなさまにわかりや

すく示すということは書いてあるが、一

般の視点で見ると例えば用語の問題であ

るが関連している人たちにはコンプライ

アンスという言葉は社会常識となってい

るが、一般市民が見るとコンプライアン

スとは何だとなる。全然日本語がないな

らともかく、法令遵守など適切な日本語

があるのでコンプライアンスのような言

葉は一般市民に唐突に出るのはどうかと

感じる。「評価と検証を行いながら、

PDCAサイクル」とあるが、これについ

てもはたして市民の人は何パーセントわ

かるのか。これも業界用語のような形に

なっているので大綱としてはどうなのか

なという意見も持った。 

「はじめに」にある「公正・公平で透明

な競争」、「地域経済への配慮」、「安心・

安全の確保」「社会貢献の実現」５つのう

ち「社会貢献の実現」だけが基本方針の

ところで抜けているのはなぜか。入れた

ほうがよいのではないか。 

 

◇コンプライアンスや PDCA とはこういう

ことですよと注釈を入れるよりも、大綱

は基本的な文書なので、やはりきちんと

した日本語で入れるのが妥当だと思う。 

 

◇社会貢献と市民の暮らしという関係から

言えば社会貢献の実現というのは何を意

味するのかがわかりにくい。社会貢献の

実現は極めて幅が広いが、福知山市が市

の基本的な方針としてめざしている新た

な価値の創出みたいな部分を大綱に基づ

く詳細な取組内容に、こういうことは社

ところで、まず「公契約」という言葉から

どうかということがあります。「はじめに」

というところで「公契約」とはこういうも

のだと注意書きで「福知山市の代金支払い

の原因となる市が締結する契約とします」

とお示しをしているのですが、できるだけ

わかりやすい言葉でと常々日々の業務でも

言われていますので、特殊な言葉、一般的

でない言葉につきましては注意書きのよう

なものを末尾になるかも知れませんが入れ

ることも１つの方法ですので参考にさせて

いただき検討させていただきたいと思いま

す。 

基本方針の５つ目ですがご指摘のとおり

「社会貢献の実現」は加えていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わかりました。 
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会貢献の例だということを具体的に示さ

れたほうがよいのではないかと思う。例

えばまちづくり、自然エネルギーの利用、

あるいは男女共同参画などいろんなテー

マがそれぞれあると思う。市の基本的な

項目で、こういうことが社会貢献に繋が

っていくのですということを示していた

だけたら望ましいと考える。 

 

◇詳細な取組内容の中に、その内容を指し

示すようなものが出てきたほうが確かに

よいと思う。あまりにも抽象的な言葉が

大綱の中にあってこれは何だという疑問

を持たれるのは大綱としては不十分かな

という感じがする。 

 

◇実際に公契約大綱が市の内部でできあが

った時に一般市民あるいは業界などには

どういう形で情報提供していくのか。 

 

 

 

 

 

 

 

◇みなさんから出た意見を参考に取り入れ

ていただいて、きちんとした大綱あるい

は補足文書という形で作っていただきた

いと思う。 

大綱としてどういう時期にどういう形で

出すのか、予定はどうなっているのか。 

 

◇相談窓口であるが、あまり聞かない取組

みだと思うが、具体的に運営するにあた

って何か運営要綱のようなものを設ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 周知の方法ということと思いますが、一

般的なところでホームページということも

まず考えますが、本日いろいろとご指摘を

いただいておりますが、わかりやすく、い

ろいろな方がいらっしゃいますので、その

周知方法につきましては実効性のあるもの

を考えていきたいと思います。また業界団

体の方には個別で説明をするという考えで

す。 

 

 本日伺いました貴重なご意見を市内部で

まずは検討、調整いたしまして、タイムス

ケジュール的にはまだ定かではないのです

が、調整が整い実効性のあるものに仕上げ

た段階で公表していきたいという考えで

す。 

 

国等におきましては相談窓口もあるので

すが、本市の特徴としましては労働環境も

含めた相談窓口です。こういう時にはこう
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のか。京都府もやっていないし他の自治

体もやっていないと思うがどうか。 

 

 

 

 

 

◇相談があり、それを文書でどういう手順

で記録して、残して、報告して、どうい

う形で、どこで判断するのか、問題を取

り上げるのか、あるいは単に協議だけで

留めるのか、そういう手順はどうするの

か。 

 

 

 

 

◇例えば指名停止で市が契約違反か何かを

理由として指名停止もあり得るというフ

ローになっているが、通常の指名停止の

処分を下すためのプロセスにどういう形

で乗せていくなど、詳細に手続の設計な

どが必要になると思うが、それは今後契

約監理課で検討していくということにな

るのか。 

 

◇京都府、労働基準監督署、あるいはその

他の機関に対する通報ないし取り次ぎを

するということになっているが、これに

ついても具体的にどうやっていくかとい

うことはこれから検討するのか。 

 

◇大綱については意見も出尽くしたような

ので、今日の議論を踏まえていただいて

さらに検討して前に進めていっていただ

きたい。 

するというような基本的な動きを持ってい

くというのも１つの方法ですので、また検

討もさせていただくのですが、それぞれの

想定される相談内容からしますと基本的に

は対応フローで対応はできるであろうと現

在は考えているところです。 

 

 確かに協議でこうしようと決まるもので

はなく、決裁行為によって市としての判断

をするものです。相談があった場合のフロ

ーと合わせまして、どういうポイントにお

いてどういう判断をしていく、どういう報

告等をしていくというところも含めまして

対応の手順を取り決めておく必要があると

ご指摘の中で感じたところです。 

 

 

 そうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの処分権者への通報についてで

すが、それぞれが法律等に基づきまして対

応されています。その中で福知山市との連

携のところを強化して調整をしていきたい

と思います。 
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その他 

プロポーザル方式のあり方について 

◇ガイドラインの位置付けであるが、あく

までも発注側としてこうすべきだという

指針のようなものでよいかということを

最初に確認したい。その上で視点として

ぜひ検討いただきたいと思うのは、プロ

ポーザル方式を受ける事業者側の負担を

どう考えるべきかという問題である。い

わゆる一般競争入札で価格だけで行うだ

けではなく、かなりの作業を要する場合

もプロポーザルをする場合はあるので、

そういった事業者側の負担をどのように

考えていくべきかという視点をぜひ考え

たい。候補者が少ないということもあっ

たが、実質タダ働きをさせられるような

ことは避けなければいけないし、それが

参加をするのに手を挙げにくくさせてい

る要因かもしれないと考えられるので、

そういった視点をぜひ考えていただきた

い。 

 

◇負担のないようにはなかなか無理だと思

うが、それをどういった形で今回制御で

きるかということを考えていただきた

い。単にお金をいくらにしようと考える

だけではなくアイデアや知識が入ってい

るわけなので、そういったところに対す

る対価が必要になると思う。現状の制度

の中でどうやるか難しい問題がたくさあ

ることは重々承知の上で、可能な限り参

加するインセンティブをもたらして、か

つ必要な経費は仮にプロポーザルで取れ

なかった業者にも何らかの形で対価が行

くようなものを考えるべきではないかと

考えている。 

 

 

 お示ししましたガイドラインの素案です

が内部的に利用するものです。 

 受ける側の負担ですが、確かにこちらか

らこういう業務があるということをホーム

ページ等で公告をします中で、初めに参加

表明をいただくのですが、参加表明をいた

だいて基本的な条件をクリアしておれば実

際の提案書の提出をいただくというのが一

般的な流れであると思います。ご指摘の部

分、事業者側の負担のところですが、どう

しても業務の内容によって求める内容をそ

れぞれ担当課がこれまで考えているところ

ですが、それにつきましても負担のないよ

うに、かつ的確にその業者の施工能力等が

判断できるような形を求めていきたい、ガ

イドラインの中で示せる分は示していきた

いと考えております。 
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◇各課にまたがっているはずで、これを一

元的に管理するということであるが、事

務処理としては膨大なものになる。どの

ぐらいの件数が対象になっているのか教

えていただきたい。 

 競争性や公平性を高めるということであ

るが、一方で対象のプロポーザルに参加

する業者から言えば、かなり特定される

ケースも非常に多い、逆に競争性を高め

るどころか限られた、特に市内業者とな

ってくると非常に限定されてくる。悪け

れば癒着などいろいろな問題もあるだろ

うが、それ以前にどこまで競争性、公平

性を担保できるのか、なかなか難しい問

題があると思うがいかがか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇例えば調査、分析あるいはシステム開発

などは個人情報保護などいろいろな情報

管理も含めて委託契約されているものも

ずいぶんあり、各課にまたがっていると

思うがトータルでどれぐらいの件数があ

るか、つかめていないのか。 

 

 

◇金額は別としてもっと幅広くあるのでは

ないかと思っていたが以外と少ない。 

 

 

本市は指定管理者制度をとっています。

公の施設を民間なり法人等に指定管理をし

て管理してもらうという制度です。それが

一番件数的には多いのですが、平成２６年

度末で１６０件ほどの施設があります。そ

の施設を約３０法人に指定管理者制度によ

り委託しているという事実があります。基

本的にはまずプロポーザルをしてもらって

選定をした上で随意契約をするというケー

スが大変多いです。そういった中で例えば

地域の集会所がありますが、そういう場合

に関しましては限定されるというケースも

出てきます。プロポーザルに付すべきもの

かどうかという入口でいろいろな議論が出

てくると思いますが、指定管理者について

はプロポーザルをして決めてくという方向

で進んでいます。その他にも何件かはあり

ます。「ｅ－ふくちやま」という市町合併の

時に作ったテレビやインターネットの関係

の事業に関しましてはプロポーザルでもっ

て受注者を決めて発注しているというケー

スがありますが、大半は指定管理者制度に

伴うものです。 

 

 契約監理課から各課に問い合わせたとこ

ろ、平成２５年度が３０件ほど、２６年度、

２７年度は１０数件というところです。２

５年度が３倍ほど多くなっていますが長期

にわたっての業務の委託というところの境

目だったのではなかろうかというところで

す。 

 

 

 

 

 基本的にプロポーザルというのは２つ
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◇ＰＦＩでよく使われるのは総合評価一般

競争入札方式である。総合評価というこ

とは価格と非価格要素にわけて、それぞ

れ点数を付けて最終的には決めるという

ことであるのでプロポーザル方式も価格

だけでなく非価格要素も評価の対象であ

るので基本的には一緒なのかなと感じな

の条件で、専門的なノウハウや企画力、そ

ういうものか成果品のサービスレベルに

大きく関わってくるようなもの、そういう

ものに限定してやっています。もともと誰

でもできるというところはかなり少なく、

ノウハウを生かすということですので件

数的には少ないということです。結果とし

て随意契約になってきますので、そこは慎

重にやらなければいけないということで

今申し上げているところです。 

それからいろいろとお金がかかるとい

う点ですが、そこは手を挙げる方式で自分

のところはノウハウや自信があるからや

りますということです。基本的に随意契約

ですので中身が期待したもの以上のもの

が出てくると価格が高くてもそこで決定

するということになります。価格だけでは

なくて出てくる品質、サービス水準やノウ

ハウが生かされてくるものは選択します。

結果としてはそういうことになってくる

こともあります。ダメになった人に何か対

価をということですが、通常やはり競争で

すので、その人は次の機会で頑張ってもら

うということなのでそこまでは難しいか

と思いますが、そこにかけた労力はどうか

というと出てくる成果品のレベルによっ

ては高くても入札する、頑張ったところは

カバーできるというようなことです。 

 

 おっしゃるとおりですので、細かいもの

は別として実態はどうか、だいたいの傾向

はこういうところがありますというとこ

ろは次回整理をしてお示ししたいと思い

ます。 
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がら聞いていた。そうした場合に創意工

夫や技術企画力などが求められる、例え

ばごみの収集のように定型的に決められ

たことを粛々とやるということではな

く、市民ホールなどでのイベントを企画

するなど、先ほど指定管理者の話もあっ

たが、そういうものが求められるという

ことに対してプロポーザル方式を用いる

という大きな線引きはありえる話と思

う。具体的に適切かどうか各課が判断し

てやっていたということは逆に各課はど

のように判断してきたのか、もう少しベ

ースになる情報があったほうが我々とし

ては議論しやすいと思う。指定管理者に

関しても、単純に受け付ける、例えばテ

ニス場や運動場の受け付けであれば創意

工夫もないような分野もあるし、指定管

理者においても創意工夫を非常に要する

分野もある。現行としてはどのようなこ

とでプロポーザルをしていて、そこでど

のような問題があるから今後こうします

ということがもう少し情報としてあった

ほうが我々としては議論しやすいという

気がする。日本全国で指定管理者はどの

ように選定しているのか、どのような時

にプロポーザル方式を用い、どのような

時に一般競争入札を原則としようといっ

たことは、いろいろなところで議論がな

されていると思う。例えば基準がないと

いう中でなんらかの判断はされている。

それでは福知山市の現状を踏まえて福知

山市としてはこういう案で決定しましょ

うという論理的な流れが必要で、この委

員会で議論するにあたってはそういう情

報もあったほうがよい。 
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◇プロポーザル方式ガイドライン（素案）

とあるが、検討目的のところを見ると公

募型プロポーザル方式についてのガイド

ラインのように読めるような内容になっ

ていると思うが、プロポーザル方式には

公募型と指名型がありますよと述べてい

る。そうすると指名の場合はどうか、ど

ういう場合は指名が許されるのか、許さ

れないのかなど、プロポーザル方式を採

用する場合の全体的なガイドラインを視

野に入れないとガイドラインとしてはも

たないのかなと思う。非常に線引きが難

しいようなこともでてくると思う。実際

には公募型でやろうとしても、どう考え

ても１者しかいないなど、条件の付け方

によっては競争条件が削がれていって暗

黙のうちに１つの業者しかいないなど、

そういうことにもなるので、そもそもプ

ロポーザル方式を随意契約の１つとして

どういう位置付けにして、全体の枠組み

中での議論をベースから組み立てること

が大事なのかなと思う。総合評価方式な

ど競争入札ではあるがそういう要素を取

り入れたような随意契約でない方式もあ

り得るので、棲み分けをどの形でいくの

かという議論を尽くしていかないと簡単

にはガイドラインというような形では提

示するのは難しい気がする。今触れた点

については、考えや検討があったのかど

うか。 

 

◇選定委員会のところで、参加資格要件、

評価基準、選定委員の決定とあるが、ま

さに評価基準をどう決めるか、そもそも

どういった要件を設定するのかというと

ころでプロポーザルは全て決まるような

入札方式としては指名競争があり、一般

競争があり、それからプロポーザル、もう

１つ建築ですとコンペというものがありま

す。この４つの種類のところのそれぞれの

あり方について、おっしゃいましたように

１度整理をした上でプロポーザルをどこに

どういう条件であてはめるのかということ

は必要だと思いますので、その点も含めて

整理させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務も多岐に渡ります。事務局として基

準を持ってということは現実不可能です。

それぞれの制度や業務に精通しました各業

務の担当課がこの要件なり基準を設定する

という形です。 
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気がするが、そこが工夫のしどころであ

る。それ次第で対象となるか、受けてい

ただく相手の方が決まってくるようなと

ころもあるが、そこについてはガイドラ

インでは特には規定しないということで

よいのか。 

 

◇実施されるにあたって公契約大綱との関

係はどのようになるのか 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇先ほど出た論点も含めて全体の中でどう

いう位置付けになってくるのか、きちん

とマップの中に位置付けておかないと

我々は何を議論しているのかということ

にもなるのでよろしくお願いしたい。 

 

◇具体的な議論の中身に入る前にプロポー

ザル方式のガイドラインなるものがどう

いう位置付けで、また随意契約の中でど

ういう位置付けで、あるいは入札との関

係でどういう位置付けでというところの

整理をした上で、きちんとしたガイドラ

インを作るために次回以降の議論をやっ

ていくという必要があるということはよ

くわかったと思うのでこの件に関して今

日の議論はここまでにしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公契約大綱との関係ですが、公契約大綱

（素案）の議論のところで申し上げました

公契約の１つに随意契約も含まれるもので

す。ご指摘があり関連性について充分な説

明、準備ができていませんが、当委員会に

おいて公契約大綱（素案）とプロポーザル

のあり方についての議論をいただいている

ところですので、しっかりと整理をしたい

と思います。 

 


